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芽室公園 Park-PFI 事業特定公園施設に係る建設・譲渡契約書（案） 

 

譲渡人●●●●（以下「甲」という。）と譲受人芽室町（以下「乙」という。）とは、両者間

で令和●年●月●日に取り交わした「芽室公園Park-PFI事業基本協定書」に基づき、次の条項によ

り、譲渡契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（総則） 

第１条 甲及び乙は、この契約に基づき、次に掲げる図書（以下「関係図書」と総称する。）に従

い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 

（１）芽室公園Park-PFI事業基本協定書（以下「協定書」という。） 

（２）芽室公園Park－PFI事業実施協定書（以下「実施協定書」という。） 

（３）認定された公募設置等計画（以下「認定計画」という。） 

（４）認定計画に基づく特定公園施設に係る設計図、特記仕様書（以下「設計図書」という。） 

２ 甲は、第１項の特定公園施設の整備を完了した場合は、令和●年●月●日までに乙に所有権

を移転し、かつ引渡しを行うものとする。 

 
（譲渡の対価） 
第２条 特定公園施設の譲渡の対価は、特定公園施設の整備に要する費用のうち、乙の負担額であ

る●円（うち、消費税および地方消費税額 金●円）とする。 

 
（特定公園施設の譲渡対価の支払） 

第３条 前条の譲渡対価は、実施協定書第２７条に基づき特定公園施設について甲が乙から完了

検査確認通知書を受領した後に、甲が乙に対して譲渡対価の支払を請求した場合に当該請求を

乙が受けた日から起算して40日以内に乙から甲に対して支払う。 

 

（特定公園施設の譲渡） 

第４条 甲は、実施協定書第２６条１項に規定する完了検査に基づき、合格した場合には乙に対し

て、特定公園施設を譲渡するものとする。 

 

（契約不適合) 

第５条 特定公園施設に関する甲の契約不適合責任については、実施協定書第６１条の定めるとこ

ろによる。 

 
（契約の費用) 

第６条 本契約の締結に要する費用は、甲の負担とする。 

 

（協議事項等) 

第７条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議して定
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めるものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第８条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の管轄につ

いては、乙の事務所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。

また、適用法令は日本国内法とする。 

 

（補則） 

第９条 本契約に規定のない事項又は本契約若しくは本契約に基づく権利義務に関し、疑義を生じ

た場合は、甲乙は、誠意をもって協議するものとする。 

２ 甲乙協議の上、必要と認めた場合は、書面により本契約の変更を行うことができる。本契約の

締結を証するため、本書●通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自１通を保有するもの

とする。 

 

令和●年●月●日 

 

 

乙（代表法人） 

住     所 

商号又は名称 

代 表者氏名 

 

 

甲 

北海道河西郡芽室町東２条２丁目１４番地 

芽 室 町 

芽 室 町 長  手 島  旭 

 

 


